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高額医療費共同事業・保健財政共同安定化事業の対象医療費 

 

レセプト1件当たり

100万円の場合

対象基準額

レセプト1件当たり

40万円の場合

高額医療費共同事業

80万円

　

保険財政共同安定化事業

対象基準額

30万円

レセプト1件当たり

25万円の場合

8万円

交付対象外！交付対象外！交付対象外！交付対象外！

H27年4月から

80万円以下の

全医療費が

対象になる。

保険財政共同安定化事業の被保険者数割の効果 

◇人口規模が同じＡ市～Ｃ市の場合◇人口規模が同じＡ市～Ｃ市の場合◇人口規模が同じＡ市～Ｃ市の場合◇人口規模が同じＡ市～Ｃ市の場合

Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ａ市 Ｂ市 Ｃ市

①　Ａ市～Ｃ市の医療給付費合計は300 ②　最も医療費が高いＢ市とＣ市の差は100

③　各市の医療給付費の半分（青：色が濃い部分）は、医療給付費実績割として拠出金に算定される。

④　各市の医療給付費の残りの半分（黄：色が薄い部分）は、被保険者数割として拠出金に算定される。

　　　被保険者数が同じなので、3市の④の合計＝150を3市で均等に按分⇒各50

⑤　Ａ市～Ｃ市の拠出金が算出される。 ⑥　最も拠出金が高いＢ市とＣ市の差は50に縮まる。
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参考資料１ 



規　模

（被保者数）

1,000人以下

1,000人超

3,000人未満

3,000人超

5,000人未満

5,000人超

１万人未満

１万人超 合計

市町村数 14 27 12 9 15 77

構成比 18.2% 35.0% 15.6% 11.7% 19.5% －

述べ人数 6,646 48,579 44,351 61,744 410,700 572,020

構成比 1.2% 8.5% 7.8% 10.8% 71.7% －

1.2%

18.2%

8.5%
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10.8%

11.7%

71.7%

19.5%

被保者数

市町村数

1000人以下 1000～3000 3000～5000 5000～10000 一万人超

長野県市町村国保の保険者規模の状況［平成22年度］

【考察】

　○　被保険者数が1万人未満の保険者数は62市町村で、全体の80.5%に上る。

　○　被保険者数が1万人未満の保険者の被保険者数合計は161,320人で、全被保険者数の28.3%になる。
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長野県市町村国保の保険者規模の状況［平成22年度］



（１）保険者別１人当たり医療費

○ 地域格差 ： １．９倍　　　　　　○県平均　：　284,005 円

順位 順位

円 円

1 　麻　績　村 377,779 1 　川　上　村 194,419

2 　天　龍　村 370,975 2 　南　牧　村 206,784

3 　売　木　村 368,519 3 　王　滝　村 217,085

4 　筑　北　村 355,164 4 　白　馬　村 226,878

5 　南　木　曽　町 352,950 5 　平　谷　村 228,784

6 　青　木　村 348,223 6 　下　條　村 232,565

7 　根　羽　村 339,046 7 　南　箕　輪　村 237,720

8 　池　田　町 325,451 8 　豊　丘　村 238,153

9 　木　曽　町 313,787 9 　御　代　田　町 238,392

10 　飯　綱　町 313,518 10 　小　海　町 243,926

上位１０保険者 下位１０保険者

長野県市町村国保の医療費・国保料（税）の地域格差［平成22年度］

【考察】

　　1人当たり医療費は約2倍の格差があり、分布としては1人当たり医療費が24万円～31万円までの間

　が多く、60市町村で全体の約78%となっている。

0 1

2

6

16

15

16

13

2
3 3

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

一人あたり医療費の分布一人あたり医療費の分布一人あたり医療費の分布一人あたり医療費の分布

市町村数

医療費

（万円）

県平均 284,005円

長野県市町村国保の医療費・国保料（税）の地域格差［平成22年度］



（２）保険者別1人当たり保険料（税）調定額

○ 地域格差 ： ２．７倍　　　　　　○ 県平均　：　81,783 円

順位 順位

円 円

1 　南　牧　村 114,176 1 　大　鹿　村 41,924

2 　川　上　村 104,517 2 　売　木　村 45,268

3 　山　形　村 101,170 3 　根　羽　村 51,840

4 　上　松　町 94,883 4 　天　龍　村 52,112

5 　飯　島　町 92,127 5 　泰　阜　村 54,025

6 　松　本　市 91,595 6 　小　川　村 56,489

7 　軽　井　沢　町 90,960 7 　長　和　町 56,551

8 　宮　田　村 89,967 8 　平　谷　村 58,324

9 　安　曇　野　市 89,440 9 　佐　久　穂　町 58,557

10 　諏　訪　市 88,659 10 　喬　木　村 58,755

上位１０保険者 下位１０保険者

【考察】

　　1人当たり保険料（税）調定額は2.7倍もの格差があり、分布としては1人当たり保険料（税）調定額が

　65千円～89千円までの間が多く、58市町村で全体の約75%となっている。
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市町村数 繰入額 （千円）

33 3,058,350

（全市町村に対する割合） ( 42.9% )

18 2,489,262

（法定外繰入に対する割合） ( 54.5% ) ( 81.4% )

区　　　　分

法 定 外 繰 入

う ち 決 算 補 填 繰 入 分

長野県市町村国保の法定外繰入の状況［平成22年度］

実施実施実施実施

33333333

42.9%42.9%42.9%42.9%

未実施未実施未実施未実施

44444444

57%57%57%57%

【【【【法定外繰入の実施状況法定外繰入の実施状況法定外繰入の実施状況法定外繰入の実施状況】】】】
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【【【【決算補填繰入の状況決算補填繰入の状況決算補填繰入の状況決算補填繰入の状況】】】】

市町村数市町村数市町村数市町村数

【考察】

【考察】

　　4割程度の市町村が法定外繰入を実施し、そのうち決算補填のための法定外繰入は、市町村数

　ベースでは半数の市町村が実施しており、金額ベースでは8割を超える額となっている。

　　6割を超える48市町村が赤字で、赤字総額が黒字総額を約5億2,800万円上回っている。

長野県市町村国保の法定外繰入の状況［平成22年度］

実施実施実施実施

33333333

42.9%42.9%42.9%42.9%
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【【【【法定外繰入の実施状況法定外繰入の実施状況法定外繰入の実施状況法定外繰入の実施状況】】】】
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【【【【決算補填繰入の状況決算補填繰入の状況決算補填繰入の状況決算補填繰入の状況】】】】

市町村数市町村数市町村数市町村数

長野県市町村国保の財政状況［平成22年度］

※赤字の定義

基金からの繰入や積

立、前年度繰越金や繰

上充用（長野県なし）

などを含めない、単年

度収支が赤字のこと。

赤字 黒字

48 29

( 62.3% ) ( 37.7% )

1,890,173 1,362,206赤 字 ／ 黒 字 市 町 村 の 総 額 （ 千 円 ）

（ 全 市 町 村 に 対 す る 割 合 ）

赤 字 ／ 黒 字 市 町 村 数

区　　　分
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１ 県民の受診動向 

○ 本県の平成 23 年（2011 年）３月診療分における「都道府県別入院外医療給付対象者の受

診動向」をみると、受診日数が多い者や受診した医療機関の数が多い者が、全国平均よりは

少ないものの、本県においても一定程度存在しています。 

○ 市町村国保における重複受診者等に対する訪問指導の実施状況をみると、対象者数は減少

傾向にありますが、対象者に対する訪問指導の延べ実施人数も減少しています。 

○ 必要以上に重複して、又は頻繁に、医療機関にかかる重複頻回受診は、医療費が増加する

だけでなく、薬剤の併用等による身体への影響が懸念され、また、適正な医療の確保の観点

からも、解消に向けた取組が必要です。 

 

    市町村国保における重複頻回受診者に対する訪問指導の実施状況（長野県） （人） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 

重複受診 頻回受診 重複受診 頻回受診 

対象者数 377 153 297 109 

延べ実施人数 189 69 116 38 

（健康福祉政策課調べ） 

 

 

    市町村国保における都道府県別入院外医療給付対象者の受診動向（平成 23 年３月診療分） 

     （受診した医療機関の数別、受診日数別の患者割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「平成 22 年度医療給付実態調査」） 

 

Ⅱ 適正受診等の現状と課題 

○市町村国保○市町村国保○市町村国保○市町村国保 （単位：％）

総計 １件 ２件 ３件 ４件 ５件以上

５日以下 94.3 69.4 20.4 3.9 0.5 0.0

６～10日 4.0 0.7 1.5 1.1 0.5 0.2

11～15日 1.2 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1

16～20日 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

21～25日 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

26日～ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

総計 100.0 70.8 22.4 5.3 1.1 0.3

総計 １件 ２件 ３件 ４件 ５件以上

５日以下 92.2 67.0 20.5 4.2 0.5 0.0

６～10日 5.2 1.0 1.9 1.4 0.7 0.2

11～15日 1.7 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1

16～20日 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0

21～25日 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

26日～ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

総計 100.0 68.7 23.3 6.2 1.4 0.4

受

診

日

数

全国 受診した医療機関の数

(患者割合 48.6%)

受

診

日

数

長野県 受診した医療機関の数

(患者割合 49.3%)

※対象者は、各市町村の基準による。 



    後期高齢者医療における都道府県別入院外医療給付対象者の受診動向（平成 23 年３月診療分） 

     （受診した医療機関の数別、受診日数別の患者割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「平成 22 年度医療給付実態調査」） 

 

２ 後発医薬品の使用状況 

○ 国は、「平成 24 年度（2012 年度）までに、後発医薬品の数量シェアを 30％以上にする」

という目標を掲げ、後発医薬品の使用促進に取り組んでおり、平成 23 年度（2011 年度）の

普及率は、数量ベースで 23.3％となっています。 

○ レセプト電算処理システムで処理された薬局における調剤報酬明細書のデータによる本

県の平成 23 年度（2011 年度）の後発医薬品の割合は、数量ベースで 24.1％（全国 22 位）、

金額ベースで 10.0％（全国８位）となっています。 

○ 医療費の自己負担額の軽減が図られる後発医薬品の使用を促進するためには、患者や医療

関係者が安心して後発医薬品を使用することができる環境の整備が必要です。 

 

後発医薬品の国内シェアの年次推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本ジェネリック製薬協会調べ） 
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(出荷ﾍﾞｰｽ)

金額(%)

(薬価ﾍﾞｰｽ)

%

○後期高齢者医療○後期高齢者医療○後期高齢者医療○後期高齢者医療 （単位：％）

総計 １件 ２件 ３件 ４件 ５件以上

５日以下 91.1 61.1 23.9 5.3 0.7 0.0

６～10日 6.3 1.1 2.3 1.8 0.8 0.3

11～15日 1.8 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1

16～20日 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0

21～25日 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

26日～ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

総計 100.0 63.0 27.0 7.7 1.8 0.5

総計 １件 ２件 ３件 ４件 ５件以上

５日以下 84.8 53.5 24.2 6.1 0.9 0.1

６～10日 9.7 1.7 3.4 2.8 1.3 0.4

11～15日 3.4 0.9 1.1 0.8 0.4 0.2

16～20日 1.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1

21～25日 0.6 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0

26日～ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

総計 100.0 56.6 29.4 10.3 2.9 0.9

(患者割合 81.0%)

受

診

日

数

長野県 受診した医療機関の数

(患者割合 80.7%)

受

診

日

数

全国 受診した医療機関の数

※ 平成 24 年度の数値は、第１四半期の速報値 



 

    「最近の調剤医療費（電算処理分）」における後発医薬品の割合（全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「最近の調剤医療費（電算処理分）」） 

※レセプト電算処理システムで処理された薬局における調剤レセプトのデータを基に分析したもの 

 

 

３ レセプト点検の実施 

○ 医療保険者が、被保険者の受診動向を把握し、適正な受診を促すためには、レセプトの確

認が重要です。 

○ 診療報酬の請求や医療保険の給付が適正なものとなるよう、縦覧点検や医科レセプトと調

剤レセプトとの突合、第三者行為等に該当するレセプトの調査等、医療保険者におけるレセ

プト点検・調査の充実強化を図る必要があります。 

○ レセプト点検は専門性が高く、点検員の資質向上が必要です。 

 

    レセプト点検による財政効果等の状況（平成 22 年度） 

 市町村国保 後期高齢者医療 

長野県 全国 長野県 全国 

被保険者 1 人当たり効果額（円） 1,527 1,928 4,533 - 

財政効果率（%） 0.71 0.85 0.67 0.60 

（厚生労働省「国民健康保健実施状況報告」、「診療報酬明細書の点検調査状況」） 
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%

※被保険者 1 人当たり効果額（円）＝（過誤調整分＋返納金等調定分）／被保険者数 

財政効果率(%)＝（過誤調整分＋返納金等調定分）／診療報酬保険者負担額 

        （※後期高齢者医療の全国の財政効果率は、各広域連合の財政効果率の平均値） 
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